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法務省人任第70号

令和元年6月26日

行政文書開示決定通知書

林弘法律事務所

弁護士山中 理司様

法務大臣 山下責

令和元年5月27日受付第138号で請求のありました行政文書の開示について，

政機関の保有する情報の公開に関する法律第9条第1項の規定に基づき，下記のと』

開示することに決定しましたので通知します。

記

1 開示する行政文書の名称

公証人の応募状況等

下記のとお

行

り

2不開示とした部分とその理由

なし

※この決定に不服がある場合は，行政不服審査法（平成26年法律第68号）の規定により， この決定があった

ことを知った日の翌日から起算して3か月以内に，法務大臣に対して審査請求をすることができます（なお，決

定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても，決定があった日の翌日から起算して1年

を経過した場合には審査請求をすることができなくなります｡)。

また， この決定の取消しを求める訴訟を提起する場合は，行政事件訴訟法（昭和37年法律第139号）の規

定により，この決定があったことを知った日から6か月以内に，国を被告として（訴訟において国を代表する者

は法務大臣となります｡)，東京地方裁判所又は行政事件訴訟法第12条第4項に規定する特定管轄裁判所に，こ

の決定の取消しを求める訴訟を提起することができます（なお， この決定があったことを知った日から6か月以

内であっても，決定の日から1年を経過した場合には，この決定の取消しを求める訴訟を提起することができな

くなります｡)。

ただし，審査請求をした場合には， この決定の取消しを求める訴訟は，その審査請求に対する裁決の送達を受

けた日から6か月以内に提起することができます（なお，裁決の日から1年を経過した場合は，この決定の取消

しを求める訴訟を提起することができなくなりますc)。
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3 開示の実施の方法等

（1）開示の実施の方法等※同封の説明事項をお読みください。

開示請求書において希望された開示の実施の方法等により，開示の実施を受けら

れます。

＜希望された実施の方法＞写しの送付

なお，次表に記載した方法のうち，既に開示請求書において記載された開示の実

施方法とは異なる方法，又は(2)に掲げる日時により開示を行うこともできます。

（2）事務所における開示を実施することができる日時，場所

日時：令和元年6月28日から同年7月26日まで(士．日曜日及び祝日を除く。）

の9 ： 30から17 ： 00まで（昼休みを除く。）

場所：法務省1階情報公開窓口東京都千代田区霞が関1丁目1番1号

（3）写しの送付を希望する場合の準備日数，郵送料（見込額）

日数： 「行政文書の開示の実施方法等申出書」が提出された日から1週間後までに

発送予定

郵送料（見込額） ：複写機により複写したものの送付の場合

通常郵便物（定形) 25gまで82円

CD-Rに複写したものの送付の場合

通常郵便物（定形外) 100gまで140円

＊担当課等 法務省大臣官房人事課任用第一係 : 03(3580)4111
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公証人の応募状況等

公募

13条 13条の2

応募

検 判 弁 法・裁職員 司法書士等

採用

検 判 弁 法・裁職員 司法害士等

平成26年度 89 17 19 19 0 20 4 19 19 0 17 0

平成27年度 96 16 29 15 0 18 6 29 15 0 16 0

平成28年度 91 21 18 20 0 23 5 17 20 0 21 0

平成29年度 98 18 24 15 1 24 3 24 15 0 18 0

平成30年度 112 19 23 23 1 24 3 23 23 0 19 0


